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参考資料１ 



一般住宅やホテル・旅館等に設置が義務付けられる火災警報設備の比較 

一般住宅 

共同住宅 

旅館・ホテル 
上記以外の社
会福祉施設 

0 300 500 延べ床面積 

〔 ㎡ 〕 

すべて住宅用火災警報器義務付け 

住宅用火災警報器義務付け 自動火災報知設備義務付け 

自動火災報知設備義務付け 義務付けなし 

すべて自動火災報知設備義務付け 自力避難困難な
物が入所する社
会福祉施設 

２ 
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自動火災報知設備設置の有無 

（人/火災100件) 

54%減 

○ 自動火災報知設備設置の有無別に火
災１００件当たりの死者数をみると、自動火
災報知設備が設置されている場合は、設
置されていない場合と比較して死者数は
減少する傾向が見られる。 

住宅火災を除いた火災１００件当たりの死者
数と自動火災報知設備設置の有無 
（平成１８～２２年） 

過去の火災統計分析 
ホテル・旅館と住宅との火災被害の比較 
（平成２２年中） 

ホテル・旅
館 

住宅 
（放火を除く。） 全火災 

件数 121 14,044 27,137 

死者数 １ 1,022 1,738 

１件当た
りの死者 
（人／件） 

0.008 0.07 0.06 

住宅火災の発火源別死者数 
（平成２２年中） 

３ 



○ 延べ面積300㎡未満での用途別火災件数 （単位：件） 

（単位：件） ○ 延べ面積300㎡未満での用途別死者数 

 延べ面積300㎡未満のホテル・旅館等における火災件数及び死者数
の占める割合は、全火災中の１％未満となっている。 

小規模な宿泊施設における火災被害の状況 

※各年の１月から12月までの火災件数及び死者数から集計 ４ 



延べ面積３００㎡未満での火災１００件当たりの死者数 （平成１８～２２年） 

延べ面積３００㎡未満での火災１００件当たりの死者数 （平成１８～２２年） 

小規模なホテル・旅館等における火災１００件当たりの死者数は、 
全火災と比較しても少ない。 ５ 

ホテル・
旅館等
（５項イ）

共同住宅
（５項ロ）

病院
（６項イ）

福祉施設
（６項ロ・ハ）

住宅 左記以外 延べ面積300㎡未満の死者数

平成18年 7 7 7 25 8 2 4

平成19年 0 7 6 0 9 2 4
平成20年 0 8 0 0 9 2 4
平成21年 0 6 0 61 8 2 4
平成22年 0 6 0 44 9 2 4

合計 2 7 2 28 9 2 4

平均 2 7 2 28 9 2 4

【単位：人】 
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時間帯 

（人/火災100件） 

（時） 

22時～翌朝6時の時間帯の平均：3.0人 

全時間帯の平均：1.8人 

○ 火災１００件当たりの死者発生状況を時間帯別にみると、２２時から翌朝６時までの時間 
 帯で死者の発生が多く、同時間帯の火災１００件当たりの死者数の平均は、３．０人で、全 
 時間帯の平均１．８人の約１．７倍となっている。 

住宅火災を除いた火災１００件当たりの時間帯別死者発生状況（平成１８～２２年） 

就寝時間帯は、昼間と比較して火災時に人的被害が発生する危険性が高い。 
６ 
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： 連動型警報機能付感知器
（無線式）

小規模の福祉施設（グループホーム等）に設置される自動火災報知設備 
（特定小規模施設用自動火災報知設備）の例（イメージ図） 

（特徴） 
○ 特定小規模施設用自動火災報知設備は、連動型警報機能付感知器（連動して 
 感知器から警報を発するもの。）を用いることができる。 
○ 連動型警報機能付感知器は無線式とすることができる。 
○ すべての感知器が連動型警報機能付き感知器であって、警戒区域が一の場合 
 には、受信機を設けないことができる。 ７ 
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